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東京電機大学大学院工学研究科規則  

 

（平成 22年３月９日） 

（規４第 81号） 

第 １ 章    総    則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東京電機大学大学院学則（以下「大学院則」という。）第３条第２項に基づ

き、工学研究科（以下「本研究科」という。）の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の

目的、学年及び学期、教育課程、課程修了の要件その他大学院則施行上必要な事項を定める。 

 

（人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的） 

第２条 本研究科は、学部教育で養った科学技術分野に関する知識を基礎とし、さらに幅広く深

い学識の涵養を図り、科学技術分野における研究能力及び高度の専門性を要する職業等に必要

な卓越した能力を培うことを目的とする。 

 すなわち、確かな基礎力と独創性、創造性のある研究能力と高い倫理観を持ち、現代社会で

の問題に実践的に即応できる研究者及び高度科学技術者を養成する。 

２ 本研究科の各専攻における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、次のとお

りとする。 

（1）電気電子工学専攻は、学部教育で養った電気工学と電子工学及びその統合分野と関連分野に

関する総合的な知識と技術をさらに発展・進化させ、電気電子工学分野における研究能力及び

高度の専門性を有する人材を養成することを目的とする。 

すなわち、電気電子工学分野に関する確かな基礎力と独創性、創造性のある研究能力と高い

倫理観を持ち、現代社会での問題に実践的に即応できる電気電子工学分野における研究者及び

高度科学技術者養成のための教育研究を行う。 

 

（2）物質工学専攻は、学部教育で養った環境を意識した化学、生物及び物理を基盤とする技術分

野に関する基礎から応用までの知識と技術をさらに発展・進化させ、新素材に代表される物質

及び環境化学分野における研究能力及び高度の専門性を有する人材を養成することを目的とす

る。 

すなわち、物質・環境化学分野に関する確かな基礎力と独創性、創造性のある研究能力と高

い倫理観を持ち、現代社会での物質・環境化学分野の問題に実践的に即応できる研究者及び高
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度科学技術者養成のための教育研究を行う。 

 

（3）機械工学専攻は、学部教育で養った機械技術及び機械システムとその関連分野及び周辺分野

に関する基礎から応用までの総合的な知識と技術をさらに発展・進化させ、機械工学分野にお

ける研究能力及び高度の専門性を有する人材を養成することを目的とする。 

すなわち、機械工学分野に関する確かな基礎力と独創性、創造性のある研究能力と高い倫理

観を持ち、現代社会での機械工学分野の問題に実践的に即応できる研究者及び高度科学技術者

養成のための教育研究を行う。 

 

（4）情報通信工学専攻は、学部教育で養った情報・コンピュータ技術と通信技術の両分野に関す

る基礎から応用までの総合的知識をさらに発展・進化させ、情報通信分野における研究能力及

び高度の専門性を有する人材を養成することを目的とする。 

すなわち、情報通信工学分野に関する確かな基礎力と独創性、創造性のある研究能力と高い

倫理観を持ち、現代社会での情報通信工学分野の問題に実践的に即応できる研究者及び高度科

学技術者養成のための教育研究を行う。 

 

第 ２ 章    学年及び学期 

（学年・学期） 

第３条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月 31日に終る。 

２ 学年を、次の２つに分ける。 

  前学期 ４月１日から９月 10日まで 

  後学期 ９月 11 日から翌年３月 31日まで 

 

第 ３ 章    教育課程 

（授業科目・単位等） 

第４条  本研究科における授業科目及び単位数は、別表第１のとおりとする。 

 

第 ４ 章    成績及び修了 

（成績評価・単位認定） 

第５条 本研究科は大学院則第２２条に基づき、科目の成績評価を行う。 

２ 本研究科における、成績評価及びＧＰＡ（Grade Point Average）ポイントは、次の評点区分

に基づき行う。 
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評点 成績評価 ＧＰＡポイント 

90～100 Ｓ 4 

80～89 Ａ 3 

70～79 Ｂ 2 

60～69 Ｃ 1 

0～59 Ｄ 0 

放棄 － 0 

 

 

（修士課程修了の要件） 

第６条 本研究科において修士課程を修了するには、２年以上在学し、所要科目 30 単位以上を修得

し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。

ただし、在学期間に関しては、優れた業績をあげた者については、1 年以上の在学で修了を認め

ることができる。 

２  前項の場合において、修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題について      

の研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。 

 

 

第 ５ 章    改 正 

（改正） 

第７条  この規則の改正は、本研究科委員会の議を経なければならない。 

 

 

                            附 則        

 

１  この規則は、平成 22 年４月１日から施行する。 

２ この規則は、平成 23 年３月８日に第４条別表第１（工学研究科の授業科目及び単位数）を改

正し、平成 23 年４月１日から施行する。 

３ この規則は、平成 24 年３月 13 日に第５条を追加し次条以下を繰り下げ、第４章標題、第４

条別表第１(工学研究科の授業科目及び単位数)を改正し、平成 24 年４月１日から施行する。 

ただし、第５条第 2 項に定める成績評価及びＧＰＡ（Grade Point Average）ポイントの評

点区分については、平成 23 年度以前の入学生については適用しない。 

４ この規則は、平成 25 年３月 12 日に第４条別表第１(工学研究科の授業科目及び単位数)を改

正し、平成 25 年４月１日から施行する。 
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５ この規則は、平成 26 年３月 11 日に第４条別表第１（工学研究科の授業科目及び単位数）を

改正し、平成 26 年４月１日から施行する。 

 










